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3. 総合治水の推進に関する基本的な方針 
3.1 全般 

① 県及び市町は河川改修や下水道整備を行うことはもちろんであるが、国が行う河川改修と

も互いに連携し、県民の理解を得て、県民と協力して実効性のある流域対策、減災（ソフ

ト）対策を推進する。 
② 浸水の恐れが高い地区、浸水時に大きな被害が想定される地区などからモデル地区を選定

し、県、市町及び県民は、積極的に対策を実施する。県及び市町は、モデル地区での取組

の実績等を踏まえ、他の地区においても総合治水に係る様々な施策を実施し、県民の取組

を啓発していく。施策の実施にあたっては、国の行う河川整備との連携に十分留意する。 
③ 上流、中流、下流のそれぞれの地域が、それぞれの役割を意識し、流域全体で取組を進め

る。例えば、上流は下流への負担を軽減するため流域貯留に取り組み、下流は上流の保水

力維持のための森林保全などに協力する。 
 

3.2 河川対策 
国は、2013（平成 25）年 3 月に策定した円山川水系河川整備計画（国管理区間）において、

「本計画に定める河川整備により、観測史上 大の洪水である 2004（平成 16）年 10 月洪水（台

風 23 号）と同規模の洪水が発生した場合であっても、全川にわたり家屋等の浸水被害の軽減を

図ることが可能となる。」と定めており、整備にあたっては総合治水を推進する県と連携する。 
県は、円山川上流区間、支川大屋川、八木川（以上円山川上流圏域）の河川改修を推進する。

また、二級河川である矢田川本川、岸田川本川及び支川味原川、香住谷川本川についても、河川

整備計画に基づき、河川改修を推進する。 
これらの河川改修にあたっては、「ひょうご・人と自然の川づくり“基本理念”」に基づき河川

環境や景観への積極的な配慮を踏まえて実施するとともに、県が管理を行う河川においては、堆

積土砂の撤去、樹木群の伐開等、適切に維持管理も行う。 
なお、整備にあたっては上下流バランスを考慮する必要があることから、下流河川管理者との

調整を十分に行った上で整備を行う。 
また、県は、河川整備基本方針や河川整備計画を策定していない河川（竹野川、須井川、安木

川、佐津川、上計川、長谷川、西川、大栃川、結川）についても、河川環境に配慮しながら河積

の拡大を図る等、適切な維持管理を行うとともに、現況の治水安全度や被災時の社会影響等を考

慮しながら、順次河川整備基本方針を策定し、必要に応じて抜本的な河川改修を行うために河川

整備計画を策定する。 
市町はそれぞれが管理する準用河川や普通河川等について、適切に改修や維持管理を行う。 
 

3.3 下水道対策 
市町は、それぞれの下水道計画に基づき、年超過確率 1/5～1/10 程度の規模の降雨に対して浸

水を発生させないための雨水排水に関する施設整備及び維持を行う。 
近年、集中豪雨による浸水被害が多発しており、雨水の排除のみによる対策だけでは限界にき

ている。このため、雨水排水施設等の整備に要する期間及び効果を勘案し、雨水貯留施設等を効

果的に組み合わせるなどの方策にも取り組む。 
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3.4 流域対策 
県、市町及び県民は、計画区域の流域全体の保水能力が低下している現状を踏まえ、河川や下

水道、水路などからの溢水による浸水被害を軽減するため、以下の流域対策を実施する。 
 
① 県、市町及び県民は、自然豊かな但馬地域の森林・水田等、地域に備わっている雨水貯留

浸透機能を維持するとともに、学校・公園等の活用やため池、水田の貯留機能の強化など

により、雨水貯留浸透機能の回復・強化を図る。 
② 利水ダム・ため池については、利水容量の治水容量への活用について、県・市町が連携し

て、施設管理者の協力が得られるよう調整を進める。 
③ 県、市町及び県民は豪雨時の森林からの異常な土砂流出による河道埋塞を防止するため、

山の管理、土砂の管理を徹底する。 
 

3.5 減災（ソフト）対策 
県、市町及び県民は、近年、気候変動に起因して集中豪雨が多発する傾向があることから、計

画規模を上回る洪水や整備途上段階での施設能力以上の洪水、いわゆる超過洪水により、河川や

下水道から洪水があふれ出る可能性があることを十分に認識する。 
その上で、人命を守ることを第一に考え、避難対策に重点的に取り組むとともに、災害に強い

まちづくり、災害にあわない暮らし方に取り組むこととして、総合治水条例に掲げる以下の対策

を進める。 
 
① 県は浸水が想定される区域を指定し（第 38 条）、県民は情報の把握に努める（第 39 条）。 
② 県は浸水による被害の発生原因となる情報を市町・県民に伝達する。県民は情報を把握する

とともに他の県民へ伝達し、自ら及びそれぞれの安全の確保に努める（第 40 条）。 
③ 県民は自宅や職場の浸水危険度や避難方法を予め確保しておく等、浸水による被害の軽減に

関する学習に努め、県はその学習を支援する（第 41 条）。 
④ 県は市町と連携し、浸水による被害の軽減のための体制を整備する（第 42 条）。 
⑤ 県及び市町は、被害軽減の訓練を実施し、県民は訓練への参加に努める（第 43 条）。 
⑥ 建物等の所有者は、建物に耐水機能を備え、これを維持する（第 44 条～第 48 条）。 
⑦ 県は、集落の浸水被害を防止するための二線堤や輪中堤の設置事業、集落の地盤かさ上げ事

業を実施することができ、市町は県の事業に協力し県と単独または共同で同様の事業を行う

よう努める。県民は上記事業に協力するよう努める（第 49 条）。 
⑧ 県民は、早期に自立した生活を再建するため、生活基盤の回復に備えるように努める（第

50 条）。 
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4. 河川下水道対策に関する事項 
計画区域においては、一級水系円山川の国土交通大臣指定外区間を管理し河川対策を実施する

国と、一級水系円山川の同大臣指定区間及び二級水系を管理し河川対策を実施する県、内水対策

を所管し下水道対策（雨水）を実施する市町が、効果的に連携しながら治水対策に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.0.1 兵庫県総合治水条例による河川下水道対策の体系 

 
4.1 河川の整備及び維持 

(1) 河道対策 

国は、円山川水系河川整備計画（国管理区間）に定めるとおり、河川景観と河川環境に配

慮しながら、国管理区間の整備（表 4.1.1、図 4.1.1）を行うとともに、洪水等に対して必要

な治水機能が発揮されるよう適切な維持管理を行う。 
県は、河川環境に配慮しながら、「円山川水系下流圏域河川整備計画」、「円山川水系上流圏

域河川整備計画」、「円山川水系出石川圏域河川整備計画」、「香住谷川水系河川整備計画」、「矢

田川水系河川整備計画」、「岸田川水系河川整備計画」に位置づけられた整備内容（表 4.1.2
～表 4.1.6、図 4.1.2～図 4.1.3）のうち、本計画期間内に実施可能な整備を着実に実施する

とともに、その他県が管理する河川も含め、洪水時に堤防、護岸、排水機場等の河川管理施

設が十分に機能するように、適切な維持管理を行う。なお、円山川水系における河川整備に

ついては、上下流バランスを考慮する必要があるため、国による整備との連携を図りながら

実施する。 

市町は、それぞれが管理する準用河川や普通河川等について、適切な維持管理を行う。 
また、河川管理者は、土砂、流木、樹木等によって川の流れが阻害されていないか平素か

ら留意し、住民からの情報提供や河川の巡視によって、治水上問題があると判断した場合に

は速やかにその除去等を行い、洪水時に河川の疎通
そ つ う

機能を十分に発揮できるよう河道断面の

維持に努める。 
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表 4.1.1 円山川水系河川整備計画（国管理区間）の工事箇所 

河川名 上 流 端 下 流 端 区間延長 
(km) 

円山川 左岸：豊岡市日高町浅倉字茶園 1024 番 1 地先 
右岸：豊岡市日高赤崎字開キ 1046 番地先 河 口 27.7 

出石川 左岸：豊岡市出石町鍛冶屋字五反田 377 番 1 地先 
右岸：豊岡市出石町小人字山椒畑 182 番地先 

円山川の 
合流点まで 

8.7 

奈佐川 左岸：豊岡市庄字堂ヶ瀬 7 番 1 地先 
右岸：豊岡市宮井字カイナ谷 1294 番地先 

円山川の 
合流点まで 

4.1 

合 計   40.5 

（円山川水系河川整備計画（国管理区間）より） 

 

表 4.1.2 円山川水系下流圏域県管理区間の工事箇所 

河川名 No 場 所 区間延長 
(m) 主な整備内容 

稲葉川 ①
尾川橋（距離標 0.4km）～ 
浅倉橋上流 800m（距離標 1.8km） 

約 1,400 河床掘削、築堤・護岸 
橋梁架替 

 

表 4.1.3 円山川水系上流圏域県管理区間の工事箇所 

河川名 No 場 所 区間延長 
(m) 

主な整備内容 

円山川 

① 小田井堰上流～舞狂橋下流 約 1,400 護岸等 

② 米地橋上流～寺谷橋下流 約 5,700 築堤・護岸等 

③ 朝来橋上流～神子畑川合流点 約 9,100 掘削・護岸・橋梁架替・井

堰改築等 

八木川 ① 円山川合流点～JR 八木川橋梁上流 約 250 築堤・掘削・護岸等 

 

表 4.1.4 香住谷川水系の工事箇所 

河川名 No 場 所 区間延長 
(m) 主な整備内容 

香住谷川 ① 河 口～JR 山陰本線付近 約 1,100 河床掘削・護岸改修・ 
橋梁架替 等 
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表 4.1.5 矢田川水系の工事箇所 

河川名 No 場 所 区間延長 
(m) 主な整備内容 

矢田川 ① 河 口～後山谷川
うしろやまたにがわ

合流点付近 約 12,200 
河道拡幅・築堤・護岸・掘

削・背水対策・橋梁改修・

堰改築 等 
 

表 4.1.6 岸田川水系の工事箇所 

河川名 No 場 所 
区間延長 

(m) 主な整備内容 

岸田川 
① 段川及び三谷山川の合流点 約 160 築堤、掘削等 

② 河 口～出合橋の区間 約 9,300 
堤防の腹付け、嵩上げ、

河床掘削等 

味原川 ①

JR 山陰本線橋梁上流約 300m 地点

～上流約 560m の区間及び味原川

本川合流点 
約 560 

河床掘削、河道拡幅、築

堤、床止工設置、橋梁架

替、水門設置等 
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図 4.1.1 河川整備計画による対策箇所（円山川水系河川整備計画（国管理区間）より） 
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：国管理区間 
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図 4.1.2 河川整備計画による対策箇所（円山川水系の県管理区間） 

：国管理区間 

No 整備区間水系・圏域・河川名

円山川水系
下 流 圏 域

稲葉川 ①

No 整備区間

①

②

③

八木川 ①

水系・圏域・河川名

円山川
円山川水系
上 流 圏 域
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図 4.1.3 河川整備計画による対策箇所（円山川水系以外の県管理区間） 

 

No 整備区間

①

②

味原川 ①
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岸田川水系
岸田川
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矢田川水系 矢田川 ①

水系 ・ 河川名

No 整備区間

香住谷川水系 香住谷川 ①

水系 ・ 河川名
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(2) ダム 

県は、計画区域内において、県が管理する治水目的を有するダム（但東
たんとう

ダム、大路
お お ろ

ダム、

与布土
よ う ど

ダム）について、治水効果が確実に発揮されるよう、適切な運用、管理を行う。 
 

表 4.1.7 計画区域における洪水調節容量を有するダム諸元一覧 

ダ ム 名 大路ダム 但東ダム 与布土ダム 

竣 工 年 1998（平成 10）年度 2006（平成 18）年度 2014（平成 26）年度 

河 川 名 円山川水系大路川 円山川水系横谷川 円山川水系与布土川 

所 在 地 朝来市和田山町 豊岡市但東町 朝来市山東町 

集水面積(km2) 3.10 1.34 5.10 

ダ ム 型 式 重力式コンクリート 重力式コンクリート 重力式コンクリート 

堤 高（ｍ） 32.1 25.7 54.4 

目  的 

洪水調節、水道用水の

確保、既得取水の安定

化、河川環境の保全等

洪水調節、水道用水の

確保、既得取水の安定

化、河川環境の保全等 

洪水調節、水道用水の

確保、既得取水の安定

化、河川環境の保全等 
総貯水容量 

(千 m3) 375 470 1,080 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1.4 大路ダム貯水容量配分図 
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図 4.1.5 但東ダム貯水容量配分図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4.1.6 与布土ダム貯水容量配分図 
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4.2 下水道の整備及び維持 
計画区域では、すべての市町において公共下水道、特定環境保全公共下水道計画が策定されて

いる（整備途上含む）。市町は、下水道計画に基づき、整備を推進するとともに、管きょやポン

プ施設等の、適切な維持管理を行う。 
併せて、内水被害が頻発する地域では、雨水排水施設等の整備に要する期間及び効果を勘案し、

貯留管や貯水槽など雨水貯留施設等を効果的に組み合わせた施策を検討するなどの取組を進め

る。 
 

表 4.2.1 計画区域における市町の公共・特環下水道事業（雨水計画）の概要 

市 町 名 下水道の種別 計画降雨 雨水排水面積 
（計画合計） 

完了 
予定年度 

豊 岡 市
公共下水道 
特定環境保全公共下水道 

40.0～46.4mm/hr 
(年超過確率1/5～1/10の規模）

2262.4 ha 未定 

養 父 市 公共下水道 
特定環境保全公共下水道 

44mm/hr 
（年超過確率 1/7 の規模） 486.0ha 未定 

朝 来 市 公共下水道 
特定環境保全公共下水道 

45.4mm/hr 
（年超過確率 1/10 の規模）

47.0ha 未定 

香 美 町 公共下水道 
特定環境保全公共下水道 

45mm/hr 
（年超過確率 1/10 の規模）

230 .0ha 未定 

新温泉町
公共下水道 
特定環境保全公共下水道 

40mm/hr 
（年超過確率 1/10 の規模）

12 .0ha 未定 

出典：各市町へのヒアリング（平成 25 年 8 月）結果による 
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図 4.2.1 但馬地域における下水道（雨水）排水整備予定区域図 

 
 
 

未供用 
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5. 流域対策に関する事項 
計画区域には、氷ノ山後山那岐山国定公園、但馬山岳県立自然公園、出石糸井県立自然公園等

の優れた森林を有する自然公園が存在し、これらの森林は優れた雨水涵養効果を有している。ま

た、但馬地方 大の穀倉地帯である豊岡市に広がる水田には、用水をため池に依存するものもあ

り、それらの水田やため池は降雨時に貯留機能を発揮することが期待できる。 
流域対策として、これら森林や水田、ため池の貯留施設としての資源の保全を図るとともに、

浸水被害が頻発している地域を中心として、ため池や水田、学校や公園などを活用し、新たに雨

水貯留浸透機能の向上に努める。これらの対策によって、それらの施設の直下流または周辺に位

置する地域において直接的に浸水被害を軽減することができるほか、河川や下水道などへの雨水

流入量の流出抑制効果も期待できる。 
このほか、官公庁、大規模公共施設等の駐車場等においても、貯留機能の確保に努めるととも

に、道路や駐車場等における浸透機能の向上を図るため、透水性舗装や浸透側溝の整備等の浸透

対策を推進する。また、各戸貯留は、個々の施設規模は小さいものの、まとまった地域で取り組

むことにより雨水の流出抑制機能を高める機能を発揮することから、導入を推進する。 
さらに、計画区域内の利水ダムについても、利水容量の治水容量への活用について、県・市町

が連携して施設管理者の協力が得られるよう調整を進める。 
ただし、近年増加しつつある短時間に強い降雨が発生する、いわゆるゲリラ豪雨や、台風等を

原因とする強いまとまった豪雨は、流域対策として施設が計画する規模を超えるものが発生する

ことがある。このように、施設規模には限界が存在することを予め知っておき、そのような降雨

の発生が予測されるときには、生命を守るために安全な場所に「逃げる」必要がある。 
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図 5.0.1 兵庫県総合治水条例による流域対策の体系 

流域対策 

(1) 学校・公園その他

大規模施設 

同条例 第21条～第25条 

調整池の設置 

及び保全 

兵庫県総合治水条例 
第10条～第20条 

(2) ため池 

(4) 各戸貯留 

土地等の雨水 

貯留浸透機能

(3) 水田 

同条例 第26条～第30条 

貯水施設の 

雨水貯留容量の確保 

同条例 第31条～第35条 

ポンプ施設との調整 

同条例 第36条 

遊水機能の維持 

同条例 第37条 

森林の整備及び保全 

5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 
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5.1 調整池の設置及び保全 
県では、従来、1ha 以上の開発行為を行う場合、開発による県管理河川への雨水の流出量増大

を抑制するため、「調整池指導要領」に基づき、開発者に対して防災調整池の設置を指導してき

た。 
これは河川管理者の行政指導であり、開発関係法令（都市計画法、森林法、砂防法、宅造法）

による許可と連携を図ることにより実効性を持たせているものである。しかしながら、総合治水

条例を施行するにあたり、県、市町及び県民が流域における流出抑制に取り組む中、調整池が廃

止される場合や適切に維持管理がなされない場合は、下流で浸水被害が発生する恐れが増大する

ため、条例の中に「調整池の設置・保全」を明記し、1ha 以上の開発行為を行う者に対し、技術

基準に適合する調整池（重要調整池）を設置し、雨水の流出抑制機能を維持するために適切な管

理を行うことを義務づけた。（本条項については 2013（平成 25）年 4 月施行）現在、計画区域

において、調整池は 82 箇所（豊岡市 32 箇所、養父市 10 箇所、朝来市 17 箇所、香美町 10 箇所、

新温泉町 13 箇所、恒久施設のみ、朝来市の市川流域に存在する 1 箇所除く）設置されており、

この内、県及び市町で管理している調整池は 46 箇所あり、これらの調整池は、民間の取組を先

導するため、「調整池指導要領」に基づく暫定調整池、恒久調整池の区分にかかわらず、条例に

基づく指定調整池に指定（条例第 18 条）し、その機能維持と適正な管理を行う。 
また、県は、民間が所有する重要調整池以外の調整池（既存調整池を含む）のうち、その規模

や下流の浸水被害の発生状況、推進協議会の協議内容等から、計画区域における流域対策に特に

必要と認める調整池を、所有者の理解を得ながら積極的に指定調整池に指定していく。（指定調

整池の考え方は「9.指定施設の選定」参照） 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

図 5.1.1 調整池の事例（但馬空港:豊岡市） 

 
調整池の設置及び保全に関する取組として、香美町では、香住谷川支川の森谷川流域において

500m2以上の開発行為等をしようとする者に対し、開発区域から流出する雨水を適切に排水する

ために必要な雨水調整施設を開発区域内に設置（開発区域 1,000m2 につき施設容量 20m3 以上）

することを求め、また、既設の雨水調整施設の管理者に対しても一定の流量以下に放流量を収め

るよう求める「森谷川流域浸水対策指導要綱」（2007（平成 19）年 1 月 15 日公布）を策定して

いる。 
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表 5.1.1 但馬地域における 調整池一覧（恒久施設のみ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

諸　元

施設数
（箇所）

集水面積
（ha）

総貯水容量

（m3
）

円山川 豊岡市・養父市・朝来市 54 1,203 296,187
竹野川 豊岡市 5 39 15,393
須井川 豊岡市・香美町 0 0 0
安木川 香美町 0 0 0
佐津川 香美町 0 0 0
上計川 香美町 0 0 0
香住谷川 香美町 0 0 0
矢田川 香美町 10 41 11,804
長谷川 香美町 0 0 0
西川 香美町 0 0 0
岸田川 新温泉町 13 89 38,817
大栃川 新温泉町 0 0 0
結川 新温泉町 0 0 0
合　計 豊岡市 32 533 212,314

養父市 10 91 25,398
朝来市 17 618 73,867
香美町 10 41 11,804
新温泉町 13 89 38,817

総 合 計 全市町 82 1,372 362,201

流域名 所 在 市 町

図 5.1.2  但馬地域における 調整池 位置図（恒久施設のみ） 

 凡 例 
 調整池 

（注：狭小な範囲に小規模な調整池が複数存在する箇所については、1 箇所として表示した） 
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5.2 土地等の雨水貯留浸透機能 
雨水貯留、地下浸透の取組は、実施箇所が多いほど貯留浸透の効果が高くなるため、県、市町

及び県民自らが、浸水被害軽減の必要性を認識し、できるだけ多くの箇所で実施することが望ま

しい。 
このため、県、市町及び県民は、｢雨水貯留浸透機能に係る指針｣（2012（平成 24）年 11 月，兵

庫県）を参考として、自然豊かな但馬地域の森林・水田・ため池など地域に備わっている雨水貯留

浸透機能を保全、活用するとともに、学校・公園などを活用し、雨水貯留浸透機能の整備に努める。 
 
(1) 学校・公園、その他大規模公共施設 

計画区域内にある雨水貯留浸透施設設置の候補地となる学校・公園を表 5.2.1 に、病院・

官公庁・地区会館などの大規模公共施設を表 5.2.2 に示す。 
学校・公園や、大規模公共施設の所有者等は、総合治水条例の基本理念に基づき、流出防

止壁の設置又は地盤の掘り下げによる貯留機能の確保や駐車場等における透水性舗装や浸透

側溝の整備等による浸透機能の向上に努める。 
県は、その施設の規模や浸水被害の発生状況、推進協議会の協議内容等から、雨水貯留浸

透機能を備え、又は維持することが計画区域における流域対策に特に必要と認め、所有者等

の同意の得られた施設を指定雨水貯留浸透施設に指定（条例第 22 条）し、所有者等は、その

機能維持を図る。 
雨水貯留浸透施設の整備者と施設管理者が異なる場合は、管理協定を締結する等により将

来にわたる適正な維持管理に努める。 
なお、香美町では、香美町本庁舎の駐車場部分に地下貯留槽（927m3）を設置し、調整池

として利用している取組事例がある。 
また、豊岡市内の表 5.2.3 に示す小学校、幼稚園では、2009（平成 21 年）度から校園庭

の芝生化事業が進められており、校園庭に植栽された芝生により、初期降雨の一部を地下に

浸透させている。 
さらに、県は、但馬県民局の庁舎駐車場での雨水貯留について、豊岡市と共同で検討を行

うとともに、県立豊岡総合高校グラウンド、県営住宅駐車場の雨水貯留・浸透対策を実施す

る。 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.1 校庭貯留の事例（豊岡市内） 
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表 5.2.1 学校・公園施設・面積等一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   図 5.2.2  但馬地域における 学校・公園施設 位置図

学　校 公園（河川敷公園除く）

施設数
（箇所）

施設面積

（千m2
）

施設数
（箇所）

敷地面積

（千m2
）

円山川 豊岡市・養父市・朝来市 75 1,693 28 648
竹野川 豊岡市 5 107 1 15
須井川 豊岡市・香美町 0 0 0 0
安木川 香美町 0 0 0 0
佐津川 香美町 2 30 0 0
上計川 香美町 1 12 0 0
香住谷川 香美町 0 0 0 0
矢田川 香美町 9 175 0 0
長谷川 香美町 1 7 0 0
西川 香美町 0 0 0 0
岸田川 新温泉町 6 157 1 155
大栃川 新温泉町 1 12 1 58
結川 新温泉町 0 0 0 0
合　計 豊岡市 52 1,176 26 593

養父市 16 405 3 192
朝来市 12 219 2 4
香美町 17 286 0 0
新温泉町 9 224 3 234

総 合 計 全市町 106 2,309 34 1,023

流域名 所 在 市 町
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表 5.2.2 病院・官公庁・大規模公共施設と敷地面積等一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

図 5.2.3  但馬地域における 病院・官公庁・大規模公共施設 位置図

病院 官公庁
大規模

公共施設
合計

円山川 豊岡市・養父市・朝来市 6 34 51 89 5,675
竹野川 豊岡市 0 2 1 3 24
須井川 豊岡市・香美町 0 0 0 0 0
安木川 香美町 0 0 0 0 0
佐津川 香美町 0 0 0 0 0
上計川 香美町 0 0 0 0 0
香住谷川 香美町 1 0 0 1 12
矢田川 香美町 0 2 0 2 6
長谷川 香美町 0 0 0 0 0
西川 香美町 0 0 0 0 0
岸田川 新温泉町 1 1 10 12 4,754
大栃川 新温泉町 0 0 0 0 0
結川 新温泉町 0 0 0 0 0
合　計 豊岡市 3 23 16 42 3,705

養父市 1 7 26 34 1,032
朝来市 2 7 11 18 972
香美町 1 5 4 10 1,486
新温泉町 1 3 10 14 4,764

総 合 計 全市町 8 45 67 118 11,960

流域名 所 在 市 町
施　設　数　（箇所）

敷地面積

（千m2
）
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表 5.2.3 豊岡市内における芝生化実施校・園の一覧表（実施年度・面積） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 豊岡市役所提供資料（2014（平成 26）年 6 月現在） 

2009 

（平成 21）

年度 

2010 

（平成 22）

年度 

2011 

（平成 23）

年度 

2012 

（平成 24）

年度 

2013 

（平成 25）

年度 
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(2) ため池の貯留機能の強化 

ため池は、農業用水の確保を目的として造られた施設であるが、大雨時にはため池流域か

らの流出量が一時的に抑制されることから、雨水貯留機能を有する場合もある。 
このため、ため池を今後とも健全な状態で保全することが重要であるとともに、洪水吐や

取水施設の改良などにより、雨水貯留機能のさらなる向上が期待される。 
計画区域におけるため池数は表 5.2.4 に示すとおり、242 箇所である。但馬地域は、県南

部に比べて降水量が多いこともあって、県内では相対的にため池の箇所数が少ない地域であ

る。しかし、農業上の利水容量に余裕があるため池で管理者の同意を得られる場合には、洪

水吐の切り欠きや取水施設への緊急放流機能の追加など、雨水貯留機能を向上させるための

改良を行う。 
ため池は健全に保守管理されることで、有効な貯留機能を有するため、管理者は日常点検

や維持管理などを行い、適切な管理に努める。 
県及び市町は、これらのため池改良にあたって雨水貯留機能を備える技術的な助言・指導

を行う。 
県は、ため池下流域の浸水被害の発生状況やため池の規模、推進協議会の協議内容等から、

雨水貯留浸透機能を備え、又は維持することが計画区域における流域対策に特に必要と認め、

所有者等の同意を得られたため池を指定雨水貯留浸透施設として指定（条例第 22 条）し、所

有者等はその機能維持を図る。 
 

表 5.2.4 ため池数一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5.0ha以上
1.0ha以上

5.0ha未満

0.5ha以上

1.0ha未満
0.5ha未満 合　計

豊 岡 市 9 11 3 24 47

養 父 市 3 8 4 16 31

朝 来 市 16 17 9 37 79

香 美 町 2 6 4 7 19
 新 温 泉 町 3 11 9 43 66

    合       計 33 53 29 127 242

所 在 市 町
灌漑面積別の施設数（箇所）

出典：兵庫県農地整備課調べ（2014（平成26）年4月1日現在）
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加古大池（加古郡稲美町）           西脇皿池（明石市） 

図 5.2.4 ため池に雨水貯留機能を付加した事例 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.5  但馬地域における ため池 位置図 
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(3) 水田 

水田は、大雨や台風の時に降った雨が一時的に貯留されることから、雨水が下流の河川や

水路等に流れ出るのを防ぎ、徐々に流すことによって洪水を防止・軽減する働きを備えてい

る。さらに、水田の排水口を堰板で嵩上げする等その機能をさらに高めていくことが期待さ

れる。 
計画区域における水田面積等は、表 5.2.5 に示すとおり、約 9,440ha である。 
県及び市町は、水田からの排水を堰板によって調節するなど水田貯留の取組を進めるため、

多面的機能支払交付金の活動等に対して積極的な普及啓発に努めるとともに、取組にあたっ

ての技術的な助言・指導を行う。 
また、水田の所有者等は、営農に支障のない範

囲で水田貯留に取り組むとともに、県は、水田の

下流域の浸水被害の発生状況や水田の規模、推進

協議会の協議内容等から、雨水貯留浸透機能を備

え又は維持することが計画区域における流域対策

に特に必要と認め、所有者等の同意が得られた水

田を指定雨水貯留浸透施設として指定（条例第 22
条）し、所有者等は機能維持を図る。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.6 せき板を設置する様子（朝来市和田山町林垣） 

 
  

表 5.2.5 水田地面積一覧 

豊 岡 市 4,390
養 父 市 1,210
朝 来 市 1,620
香 美 町 1,210
新 温 泉 町 1,010

    合       計 9,440

水田面積
（ha）所 在 市 町

出典：第 62 次兵庫農林水産統計年報

（市町別）2012（平成 24）～

2013（平成 25）年 
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図 5.2.7  但馬地域における水田位置図 

 
 
 

   水田 
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(4) 各戸貯留 

各戸貯留は、屋根に降った雨水を貯留タンクに貯留する施設で、個々の施設は小さいが、

地域全体で取り組めば雨水の流出抑制効果が期待できる。また、貯留した雨水を、樹木への

散水や庭への打ち水などに利用することで、雨水の有効活用を図り、良好な水循環型社会を

創出するものである。 
浸水被害が頻発している香住谷川流域において、宅地面積が増加している香美町では、雨

水貯留浸透施設を設置、または不要になった浄化槽を雨水貯留施設に改造する町民に対して

補助金を交付する制度を制定し、各戸貯留に取り組んでいる。  
各戸貯留は、治水と利水を兼ね備えた効果が期待でき、節水効果が省資源・省エネルギー

にも結び付き、地球温暖化防止にも寄与する。 
豊岡市では、エコハウス補助金制度の中で、雨水タンクの設置について補助金を交付して

いる。（1 万円／件 平成 24～26 年度事業）平成 25 年度までの利用実績は、3 戸である。 
養父市では、宿南地区の各家庭において雨水貯留施設等を設置する場合、設置費用に対す

る助成を行っている。平成 26 年６月から補助制度を開始し、平成 26 年 12 月現在、34 戸の

利用実績がある。 
香美町では、浸水被害が頻発している香住谷川流域において、雨水貯留施設を設置、また

は不要になった浄化槽を雨水貯留施設に改造する町民に対し助成金を補助する制度を制定し、

各戸貯留に取り組んでいる。平成 19 年度から平成 25 年度までの利用実績は、11 戸である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.2.8 各戸貯留施設の例（地上タイプ） 

（出典：戸建住宅における雨水貯留浸透施設設置マニュアル,平成 18 年 3 月,(社)雨水貯留浸透技術協会編集） 
 
 
このように、各戸貯留の取組は、県民の浸水被害軽減や環境への関心を高める。ひいては

これらの意識向上が地域防災力向上にもつながることから、県及び市町は県民に対し、雨水

貯留についての普及啓発を図るとともに、県民の取組を支援する。 
 

雨水貯留槽（各戸タイプ） 
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5.3 貯水施設の雨水貯留容量の確保 
計画区域の利水ダムやため池は、施設下流域における流出抑制機能を発揮できることから、可

能な限り雨水貯留容量の確保に取り組む。 
 

表 5.3.1 計画区域内のダム（堤高 15m 以上）一覧 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.3.1 計画区域内のダム（堤高 15m 以上）位置図 

水系
ダムの
名　称

河　川 位　置 目　的 形　式 竣工年度
総貯水容量

（×10
3
m
3
）

流域面積

（km
2
）

管理者 備考

大路ダム 大路川
朝来市和田山町
久世田

洪水調節、
水道、不特定

重力式コンク
リート

平成10年度   375   3.10
兵庫県

県土整備部

但東ダム 横谷川
豊岡市但東町
畑山

洪水調節、
水道、不特定

重力式コンク
リート

平成18年度   470   1.34
兵庫県

県土整備部

大町大池 東河川
朝来市和田山町
白井字大町

農業 アース 平成 6年度   143   0.90
兵庫県

農政環境部

多々良木
ダ　ム

多々良木川
朝来市多々良木
字南谷

発電 ロックフィル 昭和49年度 19,435  13.40 関西電力
黒川ダムの
下部調整池

観音寺池 菅川
豊岡市出石町
福見

農業 アース 昭和17年度   103   0.64
出石北

土地改良区

与布土
ダ　ム

与布土川
朝来市山東町
与布土

洪水調節、
水道、不特定

重力式コンク
リート

平成26年度 1,080   5.10
兵庫県

県土整備部

矢田川 入江ダム 湯舟川
香美町村岡区
入江字ホウキ

発電
重力式コンク
リート

昭和33年度   544  83.20 関西電力

円山川

注）利水ダムには利水容量（不特定を含む）を有する多目的ダム、利水ダムを含めて記載している。
　　管理者については、各管理者へのヒアリングによる

与布土ダム 

大路ダム

但東ダム

大町大池 

観音寺池 

多々良木ダム

大町大池 

観音寺池

多々 良木ダム

入江ダム

入江ダム
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5.3.1 施設の活用 
利水ダム、ため池その他の雨水を貯留し、利用する目的で設置された貯水施設の管理者は、大

雨が予想される時はあらかじめ貯水量を減らしておく等の適切な措置により、雨水を貯留する容

量を確保するようにしなければならない。 
 

【利水ダム】 

2011（平成 23）年台風 12 号による紀伊半島大水害や 2012（平成 24）年九州北部豪雨、2014
（平成 26）年 8 月豪雨による災害など、頻発する豪雨災害を踏まえ、県・市町が連携して、計

画区域にある利水ダムの治水活用について、施設管理者の協力が得られるよう調整を進める。 
与布土ダムでは、事前放流への取組を検討する。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

図 5.3.2 ダム最大活用のイメージ 
 

【ため池】 

ため池の管理者は、近年の気象予測技術の進歩を踏まえ、あらかじめ洪水が予測される場合は、

稲作など耕作に影響がない範囲で事前に水位を低下させ、洪水の一時貯留などの対策を実施する

とともに、落水期になれば速やかに池の水位を下げ、台風に備えるなど、できることから取り組

む。 
 

5.3.2 施設の指定 
県は、ため池下流域の浸水被害の発生状況やため池の規模等から、貯水量を減じる等の適切な

措置を行うことが計画区域における流域対策に特に必要と認める施設について、管理者の同意を

得た上で、指定貯水施設として指定（条例第 27 条）する。 
指定貯水施設の管理者は、適切な措置により雨水貯留容量を確保しなければならない（条例

28 条）。 
 

5.3.3 維持管理 
貯水施設の管理者は、その雨水貯留容量を確保できるよう適切な管理に努める。 
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5.4 ポンプ施設との調整 
築堤河川に隣接した内水区域などでは、河川の水位が上昇すると雨水を当該河川へ自然に排水

することができないため、下水道管理者等が人為的に雨水を排水するためのポンプ施設を設置し

て、当該区域の浸水被害を軽減している。しかしながら、現状では大部分のポンプ施設は、河川

水位が上昇し、堤防が決壊する恐れがある場合でも、排水が継続されることから、河川の水位上

昇を助長し、堤防が決壊する危険性を高めている。 
このため、市町等のポンプ施設の管理者は、河川が増水し、堤防の決壊等が発生する恐れが生

じている場合には、当該河川への排水を停止する等のポンプ施設の適切な操作を行えるよう、操

作規則への明示等、その運用が確実に図られるよう努める。 
県は、ポンプ施設の規模や下流域の土地利用状況、推進協議会の協議内容等から、計画区域に

おける流域対策に特に必要と認め、所有者等の同意の得られたポンプ施設を指定ポンプ施設に指

定（条例第 32 条）し、所有者等は排水計画を定め、適切な運転調整を図る。 
 

表 5.4.1 ポンプ施設数一覧（内水排除施設のみ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

図 5.4.1 一日市排水機場（豊岡市、2001（平成 13）年完成） 
（国土交通省 ホームページ「円山川流域委員会資料」より） 

 

番号 ポンプ場名 所在地 管理者 放流先 台数

1台当たり

排水能力

（m3/s）

合計
排水能力

（m3/s）

1  若松小田井ポンプ  豊岡市泉町27  豊岡市  雨水管路 2 0.116 0.232

2  １号正法寺ポンプ  豊岡市高屋648  豊岡市  前川水路 3 0.183 0.550

3  ２号正法寺ポンプ  豊岡市正法寺590  豊岡市  前川水路 3 0.183 0.550

4  西宮川ポンプ  豊岡市正法寺140  豊岡市  前川水路 2 0.066 0.133

5  一日市排水機場  豊岡市一日市  豊岡市  奈佐川 1 9.660 9.660

6  上庄境排水機場  豊岡市百合地  豊岡市  六方川 1 0.854 0.854

7  荒原排水機場  豊岡市香住  荒原土地改良区  穴見川 1 2.530 2.530

8  田鶴野排水機場  豊岡市赤石
 田鶴野東部
 土地改良区

 田鶴野排水路 1 3.610 3.610

9  田鶴野第２排水機場  豊岡市赤石
 田鶴野東部
 土地改良区

 田鶴野排水路 1 2.750 2.750

10  桃島雨水ポンプ場  豊岡市城崎町桃島  豊岡市  円山川 3 1.400 4.200

11  山本第一雨水幹線ポンプ場  養父市八鹿町下網場514  養父市  八木川 3 0.750 2.250

12  京口排水機場  養父市八鹿町八鹿1871-5  養父市  八木川 2 0.420 0.830

13  立ノ原雨水ポンプ場  朝来市和田山町立ノ原1-4  朝来市  円山川 4 0.283 1.133
たつ の はら

た づる の
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表 5.4.2 ポンプ施設（内水排除施設のみ）の運用に関する各市町の考え方 

市 町 名 ポ ン プ 場 名
各団体のポンプ施設の 

操作に関する考え 
備 考 

豊 岡 市 

一 日 市 排 水 機 場

操作規則に基づき円山川の水位

と内水位を考慮して稼働。 豊岡市  
コウノトリ共生部 

農林水産課  

田 鶴 野 排 水 機 場

田鶴野第 2 排水機場

荒 原 排 水 機 場 操作規則がないため今後操作規

則を設けていく。 上 庄 境 排 水 機 場

桃島雨水ポンプ場

内水位感知による自動運転であ

り、外水位による自動停止機能

は無いが、緊急時の操作員の派

遣体制を確立しており、周辺状

況を勘案しながら適切な対応を

可能としている。 
操作規則の設定については、今

後検討していく。 

豊岡市  
上下水道部  
下水道課  

若松小田井ポンプ 水位感知による自動運転である

が、外水位による自動停止機能

の装置は設置されていないた

め、状況に応じてポンプ停止を

行っている。 
操作規則がないため今後操作規

則を設けていく。 

豊岡市  
都市整備部  

建設課  

１号正法寺ポンプ 

２号正法寺ポンプ 

西 宮 川 ポ ン プ 

養 父 市 

山本第一雨水幹線

ポ ン プ 場

操作規則はないが、外水位と内

水位を見ながら手動で水門の開

閉やポンプ操作を行っている。

今後は操作規則を設けていく。 

養父市 
まち整備部 
建設課 京 口 排 水 機 場

朝 来 市 立
たつ

ノ
の

原
はら

雨 水

ポ ン プ 場

2015（平成 27）年 3 月完成予定。 
水位を見ながら手動で水門の開

閉を行っていく。 
操作規則に基づき円山川の水位と

内水位を考慮して稼働。 
2014（平成 26 年）度中に施設全

体の操作規則を設ける。 

朝来市 
都市環境部 
都市開発課 

香 美 町 ポ ン プ な し － － 

新温泉町 ポ ン プ な し － － 
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図 5.5.1 竹野川に現存する霞堤 

（距離標 5ｋ付近） 

図 5.5.2 矢田川に現存する越流堤

（距離標 10.0ｋ付近） 

5.5 遊水機能の維持 
現在のような大規模な土木工事が行えなかった時代か

ら、先人達は、住居は高台に建築したり、現在で言う二

線堤※的な機能を有する堤防を建設（藩政時代の出石川の

事例※）するなどして、河川沿いの浸水しやすい耕作不適

地等の土地に遊水機能を持たせることにより、その地点

や下流の洪水被害を軽減してきた。 
竹野川流域では、洪水被害の軽減のため、下流向きに堤

防を一部締め切らずに開けた状態にしておく「霞堤」や、

堤防の一部を低くした「越流堤」によって洪水時に堤内側

への遊水機能を保全している箇所が、現在もなお複数存在

している。 
また、矢田川では、蛇行による湾曲部において、湾曲の

内側即ち水裏部は農地として利用し、湾曲部上流の水衝部

に高い堤防を配置するが、下流部の堤防は低い越流堤構造

とする、 下流を霞堤とするなどの工夫をすることにより、

農地の遊水機能を有効に使い、住宅は山側の一段高いとこ

ろに配置するという土地利用を行っている箇所が数多く

残っている。 
そのような遊水機能を有する土地において、盛土等が行われると遊水機能が減少し、さらに社会

基盤が整備されると洪水時に甚大な浸水被害が発生するので、連続堤防や遊水地、排水機場の整

備等が完成するまでの間には、遊水機能を維持することが望ましい。 
また、そのような土地に連続堤を築造すれば浸水リスクは軽減されるが、一切の浸水リスクが

排除されるわけでなく、計画規模を超える洪水が発生した場合には堤防からの越水による大規模

な浸水や、内水による浸水リスクの高い土地であることは変わらないため、現在既に連続堤で守

られている土地、今後守られる土地についても、浸水リスクの軽減をきっかけに開発するのでは

なく、人口・資産の配置を控える、耐水機能を維持する、円滑な避難を確保する心構え・情報提

供等の配慮が必要である。 
このため、県、市町及び県民は、流域の貯留・遊水機能の維持に努め、規模の小さい山間の農

地・荒れ地等においても、その貯留・遊水機能が発揮されるような地形の保全に努める。 
 
※二線堤：二線堤とは、万一洪水で河川が氾濫した場合、氾濫水による被害を 小限にとどめるためにつくら

れる第二の堤防のことを言う。従来から存在する堤防と並んでつくられるため、「二つの線」のよ

うに見えることから、この名が付けられた。但馬地方では、藩政時代に出石藩の負担で築かれた

「大保恵
お お ぼ え

堤防」が、二線堤的な機能で周辺平野を洪水から守っていたと考えられている。「円山川

治水沿革誌」等によると、出石川は円山川合流地点付近で極端に蛇行していたため、それをとりま

く形で大保恵堤防が築かれ、増水時の円山川、出石川の洪水を堤外に広く貯留させると同時に、耕

作不適地に導いてそこを遊水地としていたと考えられている。（国土交通省東北地方整備局 ホーム

ページ、円山川水系河川整備計画「流域と河川の概要」を参照して作成） 
 

霞 堤

竹野川

洪水時には  開口部 から堤内地へ遊水させる

越流堤の区間が低くなっている
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遊水地は、地域における土地利用上の要請と、治水面からの必要性との間で利害が衝突する場

合がある。やむを得ず遊水地を設定する場合には、洪水に対する安全性の低下を地域が十分認識

し、減災対策等による対応をあらかじめ決めておくことが必要である。 
また、県及び市町は、河川改修以外の事業の実施にあたっても、遊水機能が高いと考えられる

土地に配慮するとともに、民間の開発等についても、遊水機能が高いと考えられる土地及びその

機能について開発事業者等に十分な周知を行い、開発抑制を図る。 
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5.6 森林の整備及び保全 
計画区域は、氷ノ山後山那岐山国定公園、但馬山岳県立自然公園、出石糸井県立自然公園のよ

うな森林を背景とした自然公園が多く分布することからもわかるように、森林資源が豊富な地域

であり、約 8 割の面積が森林（2009（平成 21）年兵庫県林業統計書：豊岡市、養父市、朝来市、

香美町、新温泉町）に覆われている。 
保全の行き届いた森林は、土砂流出の抑制や斜面崩壊防止に対して有効に機能する。同時に、

水源涵養機能、水質浄化機能や保水機能を有し、治水・利水・環境の面において非常に重要な役

割を果たす。 
森林の持つ公益的機能の高度発揮を図るため、公的関与による森林管理の徹底、多様な担い手

による森づくり活動の推進を基本方針として、「新ひょうごの森づくり：第 2 期対策(2012（平成

24）～2021（平成 33）年度)」を推進し、人工林に関する“森林管理 100%作戦”では、間伐が

必要なスギ・ヒノキ人工林について、市町と連携した公的負担による間伐及び作業道開設を実施

するほか、里山林対策においては、手入れされなくなった里山林の再生を行う。 
また、「災害に強い森づくり：第 1 期対策（2006（平成 18）～2010（平成 22）年度）」を推

進した結果、県全体で、土砂災害防止機能として年間土砂流出防止量 約 26,000ｍ3 、洪水防止

機能として年間の貯留量の増加分が約 4,300,000ｍ3 に達する（出典：「災害に強い森づくり 事

業検証報告書 2010」）ものとして試算されている。 
このようなことから、引き続き防災面での機能を高めるため、「災害に強い森づくり：第 2 期

対策（2011（平成 23）～2017（平成 29）年度）」に取り組み、 
① 緊急防災林整備（流木・土石流災害が発生する恐れのある渓流域の森林機能強化） 
② 里山防災林整備（集落等裏山森林の防災機能強化） 
③ 針葉樹林と広葉樹林の混交林整備（高齢人工林の機能強化） 
④ 野生動物育成林整備（人と野生動物が共生できる森林育成） 
⑤ 住民参画型森林整備（地域住民の自発的活動支援） 

を推進する。 
 

表 5.6.1 計画区域の関連自治体における山林面積

（課税対象地積ベース） 

  
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.1 下層植生の回復した間伐実施林 
（新ひょうごの森づくりホームページより） 

市 町 名 山林面積（ha）
豊 岡 市 25,220
養 父 市 13,431
朝 来 市 14,464
香 美 町 15,093
新 温 泉 町 7,852
合 計 76,061
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表 5.6.2 間伐、里山林整備、「災害に強い森づくり」整備実施面積 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表 5.6.3 「災害に強い森づくり」実施面積一覧（2011（平成23）年度～2013（平成25）年度の累計値） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

施工前             施工後 

図 5.6.2 朝来市における緊急防災林整備事業の取組事例 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.3 新温泉町における緊急防災林整備事業の取組事例 

間伐の実施面積

里山林の整備面積

「災害に強い森づくり」
整備実施面積

合　計

・実施面積はH24、H25の合計値

・目標面積はH33年度目標

・実施面積はH23～H25の合計値

・目標面積はH32年度目標

備　考

・実施面積はH24、H25の合計値

・目標面積はH33年度目標

6,204 32,823

3,494 28,370

84 700

2,626 3,753

項　　目

但馬県民局管内での 但馬県民局管内での
整備実施面積 整備目標面積

【累計値】 【目標値】
(ha) (ha)

合計面積

豊岡市 養父市 朝来市 香美町 新温泉町 (ha)

緊急防災林（斜面対策） 299.05 164.65 466.23 283.06 220.64 1,433.63

緊急防災林（渓流対策） 68.80 45.34 92.08 206.22

里山防災林 177.00 23.14 4.55 122.00 68.00 394.69

野生動物育成林 23.00 102.00 112.00 180.00 19.00 436.00

針広混交林 20.00 0.00 81.00 101.00

住民参画型森林 2.00 5.00 0.00 47.00 54.00

合　計 589.85 340.13 755.86 632.06 307.64 2,625.54

整備区分
実施面積(ha)
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【参 考】山地防災・土砂災害対策 

谷あい部付近では、大雨によって発生する山腹崩壊に伴って流木や土砂が下流部に流出する。

これらは、直接、人家や農地等に流れ込み、深刻な被害をもたらすだけでなく、河川や水路を埋

塞させ、また橋梁に引っ掛かる等して、河川や水路からの溢水・氾濫を招く危険性を有している。 
2009（平成 21）年 8 月台風 9 号や 2014（平成 26）年 8 月豪雨時には、県下で流木・土砂流

出により甚大な被害が発生した。一方、治山ダムや砂防えん堤を設置していた谷筋では、流木や

土砂が当該施設に捕捉され、下流の被害軽減に効果があることがあらためて確認された。 
県では、これらのことを教訓として、「山地防災・土砂対策緊急 5 箇年計画（2009（平成 21）

年～2013（平成 25）年）」、「第 2 次山地防災・土砂災害対策 5 箇年計画（2014（平成 26）年～

2018（平成 30）年）」（表 5.6.4 参照）を定め、谷筋ごとに治山ダムや砂防えん堤を重点的に整

備する等の取組を進めており、今後も引き続き、総合治水対策と並行して、これら流木・土砂流

出防止対策に取り組んでいく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.4 朝来市の神子畑川における流木による橋梁部の閉塞状況（2009（平成 21）年 8 月豪雨時） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.5 治山ダムの例（朝来市佐
さ

嚢
のう

） 
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表 5.6.4 第 2 次山地防災・土砂災害対策 5 箇年計画の整備目標（県内全体） 

2013（平成 26）年 
～2017（平成 30）年 砂防事業 治山事業 緊急防災林整備

合 計 
（着手箇所数・基数）

①人家等保全対策 200 350 － 550 

② 流木・土砂流出防止対策 － 130 － 130 

③ 災害に強い森づくり － － 88  88 

合 計 200 480 88 768 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.6 朝来市の神子畑川における砂防堰堤による土砂の捕捉状況（2011（平成 23）年 9 月豪雨時） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 5.6.7 朝来市の大谷川砂防堰堤による土砂の捕捉状況（2009（平成 21）年 8 月豪雨時） 

 

平成 23年台風 12号に伴う神子畑川における砂防えん堤の効果 


